
訓子府町まちづくり推進会議条例（平成 31年３月 18日条例第４号） 

 

（目的及び設置） 

第１条 町長は、町民が主体的にまちづくりに参加できるよう、町民の意見をまちづくりに反映

させることを目的に、訓子府町まちづくり推進会議（以下「会議」といいます。）を設置します。 

（協議事項） 

第２条 会議は、町長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果について町長に

意見を述べることができます。 

(１) 訓子府町まちづくり町民参加条例（平成 31年条例第３号）第６条第１項に規定する町の

仕事のうち、町長が特に必要と認めるもの 

(２) 訓子府町まちづくり町民参加条例第９条第１項に規定する町民からの提案、要望等のう

ち、町長が特に必要と認めるもの 

(３) その他町長が特に必要と認めるもの 

２ 会議は、前項に規定する事項のほか、必要と認める事項について協議し、その結果について

町長に意見を述べることができます。 

（組織） 

第３条 会議は、委員 24人以内で組織します。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱します。 

(１) 町の区域内の公共的団体に所属する者 

(２) 有識者 

(３) 公募による者 

３ 会議には、専門部会を設置することができます。 

 （特別委員） 

第４条 町長は、特別な事項を協議するために必要と認めるときは、会議に特別委員を置くこと

ができます。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とします。 

２ 委員は、再任することができます。 

３ 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。 

（会長及び副会長） 

第６条 会議に会長及び副会長を置きます。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出します。 

３ 会長は、会議を代表し、会議の議長となります。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代

理します。 

 （会議） 

第７条 会議は、会長が招集します。 

２ 会議は、委員の過半数の出席をもって成立することとします。 

３ 会議は、原則年３回開催するほか、随時開催できるものとします。 

４ 会議は、正当な理由がある場合を除き公開します。 

 （庶務） 

第８条 会議の庶務は、企画財政課において処理します。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定めます。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行します。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年条例第 30 号）の



一部を次のように改正します。 

別表１中「廃棄物減量等推進審議会委員」の項の次に次の項を加えます。 

 

 「 

 まちづくり推進会議委員   〃    7,000円 〃  

                                    」 


